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令和2年度堺市内部統制評価報告書 

の 審 査 意 見 の 提 出 に つ い て 

 

 

 

地方自治法第150条第5項の規定により審査に付された令和2年度堺市内部統

制評価報告書を審査したので、次のとおり意見を提出します。 
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令和 2 年度堺市内部統制評価報告書の審査意見 

 

 

第 1 審査の対象 

令和 2 年度堺市内部統制評価報告書 

 

 

第 2 審査の期間 

令和 3 年 7 月 8 日から令和 3 年 8 月 4 日まで 

 

 

第 3 審査の方法 

審査に付された内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果に係る

記載が相当であるかについて、関係書類との照合、関係職員から説明の聴取

を行うなどの方法により審査を実施した。 

 

 

第 4 審査の結果 

内部統制評価報告書について審査手続を実施した結果、評価手続及び評価

結果に係る内部統制評価報告書の記載は相当であると認められた。 

 

   なお、令和 2 年度の内部統制評価報告書審査の過程で、内部統制評価手続

において改善が望ましいと考えられる事項が見られた。その内容は以下に示

すとおりである。 

 

 (1) 業務レベルの内部統制の評価対象とする事務の範囲について 

   内部統制の独立的評価の対象は、令和 2 年度においては、財務事務の全て

及び財務事務以外の事務のうち「情報管理」のみとしている。 

しかしながら、財務事務以外の事務の内部統制に不備があった場合の影響

度は、財務事務における不備の場合と同様に重要である。したがって、財務

事務以外の事務についても概ね全ての事務を内部統制の対象とする事務と

した上で、年度ごとに評価の対象項目を指定し評価手続を実施すべきである。 

 

 (2) 「重点項目」の指定について 

   業務レベルの内部統制評価の対象事務から重点的に点検する必要がある項

目（「重点項目」という。）を年度ごとに指定し、指定した項目については

各部局に伝えるとともに、内部統制評価部局がサンプルを抽出して独自に検

証する(サンプルチェック)対象としている。 
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この方針にしたがって、令和 2 年度においては「現金、切手等」に係る事

務のみを重点項目としている。 

しかし、広範な内部統制の対象を重点的に評価し、その評価が一巡する周

期を数年(3 年ないしは 5 年)程度にすることが望ましく、その観点からすれ

ば「現金、切手等」のみを重点項目とするのはあまりにも範囲が狭いといえ

る。今後はどのような項目を重点項目とするかに関わる中期的な目標を立て、

その目標に沿って各年度の重点項目を指定すべきである。 

 

 (3) 業務レベルの内部統制の「点検項目一覧表」の活用について 

内部統制の取組の一環として主なリスクと点検項目を「点検項目一覧表」

としてまとめ、全ての部局に提示している。各部局ではこの内容を確認の上、

必要に応じて具体的な点検項目を追加して自己点検を行っている。 

しかし、当該「点検項目一覧表」は例えば補助金支払や工事における工程

管理などの項目が記載されていないなど、リスクと点検項目が必ずしも網羅

されているとはいえない。次年度以降の課題として内部統制推進部局はこの

点を改善し、可能な限り網羅性を確保するとともに、各部局に対して「点検

項目一覧表」に基づく具体的な点検項目が適切に設定されているかどうかに

関しても必要に応じて確認し、指導することが望まれる。 

 


